
No. ドキュメント名称 頁 新 旧（令和５年５月公表） 変更理由

1 入札説明書 1

第１－３

なお、入札説明書及びその添付書類は、次の
（１）から（９）までの書類（補足資料、市
ホームページへの掲載等により公表したこれ
らに対する質問回答書（ただし、「大阪市水
道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業実施方針（令和
４年11月公表）」等に対する質問・意見への
回答及び「大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ
事業（案）等（令和５年２月公表）に対する
質問・意見への回答は含まない。）、その他
これらに関して、市が発出した書類を加えた
ものを、以下「入札説明書等」と総称する。
いずれも修正があった場合は、修正後の記述
による。）により構成される。
（後略）

第１－３

なお、入札説明書及びその添付書類は、次の
（１）から（９）までの書類（補足資料、市
ホームページへの掲載等により公表したこれ
らに対する質問回答書（ただし、「大阪市水
道基幹管路耐震化ＰＦＩ事業実施方針（令和
４年11月公表）」等に対する質問・意見への
回答及び「大阪市水道基幹管路耐震化ＰＦＩ
事業（案）等（令和５年２月公表））に対す
る質問・意見への回答は含まない。）、その
他これらに関して、市が発出した書類を加え
たものを、以下「入札説明書等」と総称す
る。いずれも修正があった場合は、修正後の
記述による。）により構成される。
（後略）

誤記の修正

2 入札説明書 9

第１－８－（１）式中

入札価格のうちのＳＰＣ経費

第１－８－（１）式中

落札価格のうちのＳＰＣ経費
誤記の修正

3 入札説明書 9

第１－８－（２）式中

入札価格のうちの工事費等

第１－８－（２）式中

落札価格のうちの工事費等
誤記の修正

4 入札説明書 11

第３－３－（１）ア

※１　構成企業とは、ＳＰＣに出資※４し、
事業開始後、計画、運営、設計、施工、施工
監理の各業務及び本事業全般の経営に係る業
務のいずれかを担う（ＳＰＣ又は構成企業等
からこれらの業務を受託・請負をする場合を
含む。）企業をいう。

第３－３－（１）ア

※１　構成企業とは、ＳＰＣに出資※４し、
事業開始後、計画、運営、設計、施工、施工
監理の各業務及び本事業全般の経営に係る業
務のいずれかを担う（ＳＰＣからこれらの業
務を受託・請負をする場合を含む。）企業を
いう。

市の認識の明確化

5 入札説明書 11

第３－３－（１）ア

※２　協力企業とは、ＳＰＣに出資※４せ
ず、事業開始後、ＳＰＣ又は構成企業等か
ら、計画、運営、設計、施工、施工監理及び
本事業全般の経営に係る業務のいずれかを受
託・請負をする企業のうち、入札参加者が提
案書において指名する企業をいう。

第３－３－（１）ア

※２　協力企業とは、ＳＰＣに出資※４せ
ず、事業開始後、ＳＰＣから、計画、運営、
設計、施工、施工監理及び本事業全般の経営
に係る業務のいずれかを受託・請負をする企
業のうち、入札参加者が提案書において指名
する企業をいう。

市の認識の明確化

6 入札説明書 29

第３－７－（13）エ

ただし、設計費及び断通水作業費について
は、事業費の直接経費及び一般管理費等に算
入し、その算出の考え方にあたっては参考資
料No.１及びNo.３参照すること。

第３－７－（13）エ

ただし、設計費及び断通水作業費について
は、事業費の直接経費及び一般管理費等に算
入し、その算出の考え方にあたっては参考資
料No.６及びNo.８参照すること。

誤記の修正

■新旧対比表（入札説明書等）　令和５年５月公表版からの変更箇所
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7 入札説明書 30

第３－７－（14）イ

なお、設計費及び断通水作業費については、
事業費の直接経費及び一般管理費等に算入
し、その算出の考え方にあたっては参考資料
No.１及びNo.３を参照すること。

第３－７－（14）イ

なお、設計費及び断通水作業費については、
事業費の直接経費及び一般管理費等に算入
し、その算出の考え方にあたっては参考資料
No.６及びNo.８を参照すること。

誤記の修正

8 提案書作成要領［提案書　記載要領］ 3

第１－５－（４）

提案書及び添付書類（添付１～３及び５）を
通して、ページ下部中央（余白内）に「提案
書及び添付書類を通したページ番号/提案書及
び添付書類の総ページ数」を記載すること。

第１－５－（４）

提案書及び添付書類（添付１～５）を通し
て、ページ下部中央（余白内）に「提案書及
び添付書類を通したページ番号/提案書及び添
付書類の総ページ数」を記載すること。

誤記の修正

9 提案書添付書類１

（添付１）財務３表

≪入力について≫
・（６ぽつ目まで省略）
・なお、全シート内の計算式は、便宜のため
入力しているものであり、数値の適正性や整
合性の確認は必ず入札参加者において行って
ください。

～任意事業の記載がある場合～
◎ 任意事業に関わる項目についても同一の
シートに含めて、作成してください。その
際、必ず特定事業と明確に区分（行を分けて
いただく、項目名称に【任意】をつける　な
ど）してください。
◎ なお、損益計算書にのみに必要事項を記載
することも可とします。
◎ 上記等の場合、事前に設定している計算式
が不適当となりますので、必ず入札参加者側
で適切に設定等してください。

（添付１）財務３表

≪入力について≫
・（６ぽつ目まで省略）
・記載なし

記載なし

任意事業について記載する場
合など、注意事項を追記
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10 提案書添付書類１

（添付１ー①）事業費内訳

≪事業費内訳について≫
・（省略）
・作成後のシートにおける、数値の適正性や
整合性の確認は必ず入札参加者において行っ
てください。
・（省略）

～任意事業の記載がある場合～
◎ 本シートは、特定事業に係る事業費を集約
するために作成されています。
「（添付１－⑤）ＳＰＣ経費」に任意事業の
ご記載がある場合、上表のＳＰＣ経費に集約
されてしまいますので、必ず入札参加者にて
任意事業に係る費用を除いていただきますよ
うお願いします。
◎ 上記により、事前に設定している計算式が
不適当となる場合は、必ず入札参加者側で適
切に設定等してください。

（添付１ー①）事業費内訳

≪事業費内訳について≫
・（省略）
・作成後のシートについては、必ず応募者さ
まにてご確認いただきますようお願いしま
す。
・（省略）

記載なし 表現の修正及び任意事業につ
いて記載する場合の注意事項
を追記

11 提案書添付書類１

（添付１ー②）設計計画
Excel内の数式についても一部修正

≪入力について≫
・（省略）
・路線ごとに年度割した前払金支払い請求額
を含む設計費（上段）及び前払金支払い請求
額（下段）を入力してください。
・年度割が連続したものでない場合（途中で
実施しない年度を想定される場合）は、必ず
前払金支払い請求額を含む設計費（上段）及
び前払金支払い請求額（下段）に"０"を入力し
てください。欄外のサービス購入料Ａ（設計
費）の計算結果が上手く反映されない場合が
あります。なお、工期外は空白のままで結構
です。
・金額は全て、消費税及び地方消費税抜きの
金額を入力してください。
・（５ぽつ目以降省略）

（添付１ー②）設計計画

≪入力について≫
・（省略）
・路線ごとに年度割した設計費（上段）及び
前払金支払い請求額（下段）に入力してくだ
さい。
・金額は全て、消費税及び地方消費税抜きの
金額を入力してください。
・（4ぽつ目以降省略）

数式誤りの修正及び文言の追
記
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12 提案書添付書類１

（添付１ー③）工事計画
Excel内の数式についても一部修正

≪入力について≫
・（省略）
・路線ごとに年度割した前払金支払い請求額
を含む工事費（上段）及び前払金支払い請求
額（下段）を入力してください。
・年度割が連続したものでない場合（途中で
実施しない年度を想定される場合）は、必ず
前払金支払い請求額を含む工事費（上段）及
び前払金支払い請求額（下段）に"０"を入力し
てください。欄外のサービス購入料Ａ（工事
費）の計算結果が上手く反映されない場合が
あります。なお、工期外は空白のままで結構
です。
・金額は全て、消費税及び地方消費税抜きの
金額を入力してください。
・（５ぽつ目以降省略）

（添付１ー③）工事計画

≪入力について≫
・（省略）
・路線ごとに年度割した工事費（上段）及び
前払金支払い請求額（下段）に入力してくだ
さい。
・金額は全て、消費税及び地方消費税抜きの
金額を入力してください。
・（４ぽつ目以降省略）

数式誤りの修正及び文言の追
記

13 提案書添付書類１

（添付１ー⑤）ＳＰＣ経費

≪入力について≫
・（７ぽつ目まで省略）

～任意事業の記載がある場合～
◎ 必ず特定事業と明確に区分（行を分けてい
ただく、項目名称に【任意】をつける　な
ど）してください。
◎ 記載していただく項目は、特定事業の場合
と同様に、可能な範囲で具体的に記入してく
ださい。
◎ 本シートに任意事業についてご記載いただ
いた場合、自動的に「（添付１－①）事業費
内訳」に集約されます。しかしながら、（添
付１－①）には、任意事業の記載は必要あり
ませんので、（添付１－①）に事前に設定し
ている計算式についても、必ず入札参加者側
で適切に設定等してください。

（添付１ー⑤）ＳＰＣ経費

≪入力について≫
・（７ぽつ目まで省略）

記載なし

任意事業について記載する場
合の注意事項を追記
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14 提案書添付書類３

（添付３ー２）記入例
第５ー２ー（６）

配水管分岐部以降の給水装置にかかる全ての
情報（調定番号、水栓番号、栓種、メーター
種別、お客さま名等）について、個人情報の
保護に関する法律（平成15年法律第57号）
その他の法令等に基づき管理を徹底している
か。

（添付３ー２）記入例
第５ー２ー（６）

配水管分岐部以降の給水装置にかかる全ての
情報（調定番号、水栓番号、栓種、メーター
種別、お客さま名等）について、個人情報の
保護に関する法律（平成15年法律第57号）
及び大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪
市条例第11号）の「個人情報」として、同法
及び同条例に基づき管理を徹底しているか。

誤記の修正

15 提案書添付書類３

（添付３ー２）⑦月次報告
第５ー２ー（６）

配水管分岐部以降の給水装置にかかる全ての
情報（調定番号、水栓番号、栓種、メーター
種別、お客さま名等）について、個人情報の
保護に関する法律（平成15年法律第57号）
その他の法令等に基づき管理を徹底している
か。

（添付３ー２）⑦月次報告
第５ー２ー（６）

配水管分岐部以降の給水装置にかかる全ての
情報（調定番号、水栓番号、栓種、メーター
種別、お客さま名等）について、個人情報の
保護に関する法律（平成15年法律第57号）
及び大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪
市条例第11号）の「個人情報」として、同法
及び同条例に基づき管理を徹底しているか。

誤記の修正

16 要求水準書 7

第１－７－（２）表２

協力企業
ＳＰＣに出資（事業者の株主総会におけるい
かなる決議についても議決権を有しない種類
の株式（以下「本完全無議決権株式」とい
う。）を除く。）せず、事業開始後、ＳＰＣ
又は構成企業等（第２－１－（３）ア（ア）
参照。）から、計画、運営、設計、施工、施
工監理及び本事業全般の経営に係る業務のい
ずれかを受託・請負をする企業のうち、入札
参加者が提案書において指名する企業をい
う。

第１－７－（２）表２

協力企業
ＳＰＣに出資（本完全無議決権株式を除
く。）は行わないが、ＳＰＣから本事業に係
る業務を受託又は請負、入札参加者が提案書
において指名する企業を指す。 市の認識の明確化（入札説明

書との表現統一）
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17 要求水準書 7

第１－７－（２）表２

構成企業
ＳＰＣに出資（本完全無議決権株式を除
く。）し、事業開始後、計画、運営、設計、
施工、施工監理の各業務及び本事業全般の経
営に係る業務のいずれかを担う（ＳＰＣ又は
構成企業等（第２－１－（３）ア（ア）参
照。）からこれらの業務を受託・請負をする
場合を含む。）企業をいう。

第１－７－（２）表２

構成企業
ＳＰＣに出資（事業者の株主総会におけるい
かなる決議についても議決権を有しない種類
の株式（以下「本完全無議決権株式」とい
う。）を除く。）を行う企業を指す。

市の認識の明確化（入札説明
書との表現統一）

18 要求水準書 13

第２－１－（３）イ

業務責任者の配置
本事業を構成する計画、運営、設計、施工、
施工監理それぞれの業務において、業務の進
捗及び品質を管理し、着実な履行を果たすた
め、ＳＰＣ又は当該業務を担う構成企業等の
うちいずれかに、(ア)から(エ)の業務責任者を
１名ずつ配置すること（ただし、（ア）の業
務責任者については計画業務と運営業務それ
ぞれで責任者を配置することを妨げない。）
とし、事業期間中、これら業務責任者と市と
の連絡体制を確保すること。
（後略）

第２－１－（３）イ

業務責任者の配置
本事業を構成する計画、運営、設計、施工、
施工監理それぞれの業務において、業務の進
捗及び品質を管理し、着実な履行を果たすた
め、ＳＰＣ又は当該業務を担う構成企業等の
うちいずれかに、(ア)から(エ)の業務責任者を
１名ずつ配置することとし、事業期間中、こ
れら業務責任者と市との連絡体制を確保する
こと。
（後略）

提案の柔軟性を高めるための
修正

19 要求水準書 14

第２－１－（３）ウ（ア）

イ(ア）の計画・運営業務責任者（計画業務と
運営業務それぞれで責任者を配置する場合
は、それぞれの業務責任者について）は、公
告日の属する年度の直前15か年度内に工事期
限が設定されている官公庁、地方道路公社、
高速道路株式会社法に基づく高速道路会社、
鉄道事業者（特定目的鉄道事業者は除く）ま
たは軌道経営者発注の土木一式工事※におい
て、監理技術者（特例監理技術者又は監理技
術者補佐を含む。）又は主任技術者として従
事した元請施工の実績を有していること。
※「土木一式工事」とは、事業費が概ね10億
円以上（税込み）の大規模工事に限る。

第２－１－（３）ウ（ア）

イ(ア）の計画・運営業務責任者は、公告日の
属する年度の直前15か年度内に工事期限が設
定されている官公庁、地方道路公社、高速道
路株式会社法に基づく高速道路会社、鉄道事
業者（特定目的鉄道事業者は除く）または軌
道経営者発注の土木一式工事※において、監
理技術者（特例監理技術者又は監理技術者補
佐を含む。）又は主任技術者として従事した
元請施工の実績を有していること。
※「土木一式工事」とは、事業費が概ね10億
円以上（税込み）の大規模工事に限る。

提案の柔軟性を高めるための
修正
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20 要求水準書 46

第５－２－（６）ウ

配水管分岐部以降の給水装置はお客さまの資
産となるため、当該装置にかかる全ての情報
（調定番号、水栓番号、栓種、メーター種
別、お客さま名等）は「個人情報」となる。
そのため、個人情報の保護に関する法律（平
成15年法律第57号）その他の法令等に基づ
き管理を徹底すること。

第５－２－（６）ウ

配水管分岐部以降の給水装置はお客さまの資
産となるため、当該装置にかかる全ての情報
（調定番号、水栓番号、栓種、メーター種
別、お客さま名等）は「個人情報」となる。
そのため、個人情報の保護に関する法律（平
成15年法律第57号）及び大阪市個人情報保
護条例（平成７年大阪市条例第11号） の「個
人情報」として、同法及び同条例に基づき管
理を徹底すること。

誤記の修正

21 要求水準書 72

別紙１　関係法令等１

・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネ
ルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法
律第49号）

別紙１　関係法令等１

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律
（昭和54年法律第49号）

誤記の修正

22 要求水準書 74

別紙１　関係法令等２－（２）

・大阪市個人情報の保護に関する法律の施行
等に関する条例（令和５年大阪市条例第５
号）

別紙１　関係法令等２－（２）

・大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪市
条例第11号）

誤記の修正

23 基本協定書（案） 5

第６条第４項

4 　【　　　】，【　　　】，【　　　】，
【　　　】及び【　　　】は，本事業の事業
期間中，SPCとの間で締結する自らを当事者
とする前項の各契約上の地位について，市の
承認がない限り，処分することはできない。

第６条第４項

4 　【　　　】，【　　　】，【　　　】，
【　　　】及び【　　　】は，本事業の事業
期間中，SPCとの間で締結する自らを当事者
とする前項の各契約上の地位について，市及
びすべての構成企業の承認がない限り，処分
することはできない。

手続の精査に伴う修正

24 事業契約書（案） 13

第35条第３項

市は，第1項の規定による請求があったとき
は，請求を受けた日から14日以内に前払金を
支払わなければならない。

第35条第３項

市，第1項の規定による請求があったときは，
請求を受けた日から14日以内に前払金を支払
わなければならない。

脱字の修正
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25 事業契約書（案） 20

第51条

本事業について要求水準を充足していない事
項が存在することが判明した場合，市は，別
紙5の定めるところに従って，事業者に対して
要求水準未達違約金の支払いを求めることが
できる。この場合において，市は，第33条の
規定に基づき事業者が市に対して有するサー
ビス購入料の支払いに係る債権と，市が事業
者に対して有する要求水準未達違約金の支払
いに係る債権とを対当額で相殺することがで
きる。

第51条

前二条に規定するモニタリングの結果，本事
業について要求水準を充足していない事項が
存在することが判明した場合，市は，別紙5の
定めるところに従って，事業者に対して要求
水準未達違約金の支払いを求めることができ
る。この場合において，市は，第33条の規定
に基づき事業者が市に対して有するサービス
購入料の支払いに係る債権と，市が事業者に
対して有する要求水準未達違約金の支払いに
係る債権とを対当額で相殺することができ
る。

市の認識の明確化

26 事業契約書（案） 33

第82条第２項

事業者は，本事業の実施に当たり，個人情報
を取り扱う場合は，個人情報の保護に関する
法律（平成15年法律第57号）その他の法令
等の規定に従うほか，市の指示を受けて適正
に取り扱うものとする。

第82条第２項

事業者は，本事業の実施に当たり，個人情報
を取り扱う場合は，個人情報取扱指針（平成
17年4月市市民局策定）その他の法令等の規
定に従うほか，市の指示を受けて適正に取り
扱うものとする。

誤記の修正

27 事業契約書（案） 33

第82条第７項

事業者は，個人情報の取扱いの状況について
市が随時の調査を実施する場合には協力しな
ければならない。

第82条第７項

事業者は，個人情報の取扱いの状況について
市が随時の調査を実施する場合には協力（大
阪市個人情報保護条例（平成7年大阪市条例第
11号。以下本条において「個人情報保護条
例」という。）第50条第1項に基づく要請に
対する協力を含むが，これに限られない。）
しなければならない。

誤記の修正

28 事業契約書（案） 33

第82条第８項

前項の調査の結果，市は，個人情報の取扱い
が不適正と認められるときは，必要な勧告を
行うことができる。ただし，モニタリング実
施計画に基づく勧告については，モニタリン
グ実施計画に従って行うものとする。

第82条第８項

前項の調査の結果，市は，個人情報の取扱い
が不適正と認められるときは，必要な勧告
（個人情報保護条例第51条に基づく要請に対
する勧告を含むが，これに限られない。）を
行うことができる。ただし，モニタリング実
施計画に基づく勧告については，モニタリン
グ実施計画に従って行うものとする。

誤記の修正
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